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｢学制｣･期の三重県における算術教育課程事

上 垣

1.文部省 ｢小学教則｣と師範学校 ｢小学教則｣

明治5年8月の ｢学制｣頒布の翌月8日,文部省は

｢学制｣第27章にもとづく ｢小学教則｣(以下 ｢文部省教

則｣とする)を頒布した.米国の教育課程を模したこの

文部省教則における教科目の構成は,
カナツカヒ テナラヒ コト/りヨミカタ サ ンヨウ ギ ョウギノサ トシ

綴字 ,習字 ,単語讃 方 ,洋法算術 ,修 身口授 ,
コトハノソラヨミ
単語諸踊,食詰讃方,讃本讃方,単語書取,曾話語涌,

地学讃方,養生口授,食詰書取,讃本輪講,文法,地学

輪講,理学輪講,書憤,各科温習,細字習字,書億作文,

史学輪講,細字速寓,罫葺,幾何,博物,化学,生理

という28教科目に及ぶ複雑多岐にわたるものであった.

このような複雑な構成を一目瞭然ならしむるため,文部

省は明治5年11月10日,｢小学教則概表｣を頒布したの

であった(1).その後,明治6年3月2日,

｢小学教則中日曜日ヲ以テ休業ノ儀記載候庭今般改正一

六ノ日ヲ以テ休暇 卜相走候候此旨相違候也

但月末三十一日休暇無之事｣(2)

という文部省布達第21号によって,日曜日を休業日とす

る方式が改められ,一六の日を休業とすることとなるに

至って,これまでの1週30時という授業時数を改めざる

を得ないこととなったのである.

この休業日改正に村する検討の結果,1週4日,1日

5時間として,1週20時間に改めることとし,これに応

じて各教科の授業時数も大幅に減じることとし,明治6

年5月19日,布達第76号をもって改正小学教則が公布さ

れたのであった.この改正教則における教科目は,

* 原稿受理日 平成13年3月31日

= 三重大学教育学部数学教室

渉**

明治5年9月8日頒布の文部省教則における28教科目

に,新たに ｢国債撃口授｣という教科目を加え,総計29

教科目からなる構成となった(3).明治6年5月19日の文

部省改正小学教則における算術教育課程は以下の通りで

あった(4).

下等小学

第八級 算術 洋法ヲ主 トス 一週四時

筆算訓蒙洋算早撃等ヲ以テ西洋数字敷位ヨリ

加減算九々ノ聾二至ル迄ヲ一々盤上二記シテ

之ヲ授ケ生徒ヲシテ紙上二幕シ取ラシム但加

減ノ算法二於テハ先ツ其法ヲ授ケ而シテ只其

題ノミヲ盤上二出シ筆算 卜暗算 トヲ隔日練習

セシム暗算 トハ胸算用ニテ紙筆ヲ用ヒス生徒

一人ツ､ヲシテ盤上ノ題二答へシムルナリ前

日ノ分ハ絶テ盤上二記シテ生徒ヲシテ一同請

セシム

第七級 一週四時 乗除ヲ授クル 前級ノ法ノ如シ尤

隔日筆算 卜暗算 トヲ俸フ

第六級 一週四時 乗除ノ算ヲ授ク

第五級 一週四時 四則鷹用ヲ撃ハシム尤筆算暗算隔

日タリ

第四級 一週四時 諸等加減乗除法ヲ授ク

第三級 一週四時 分数算ヲ授ク

第二級 一週四時 分数算ヲ授ク

第一級 一週四時 分数打比例算ヲ授ク

上等小学

第八級 一週四時 比例算ヲ授ク

第七級 一週四時 比例算ヲ授ク

第六級 一週四時 差分算ヲ授ク
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第五級 一週四時

第四級 一週四時

第三級 一週四時

第二級 一週四時

第一級 一週四時

差分算ヲ授ク

差分算ヲ授ク

累乗開法大暑ヲ授ク

利息算ヲ授ク

連級及軒数用法ヲ授ク

この文部省教則における算術教育課程の特徴は第 1

に,我が国の伝統的な数学である ｢和算｣(｢学制｣期に

おける文部省の公式用語は ｢日本算術｣であった)を全

廃して,西洋算術すなわち ｢洋算｣(｢学制｣期における

文部省の公式用語は ｢洋法｣であった)を専用したこと

であった(5).

第2に,下等 ･上等を通じて,明治5年9月の教則で

は毎週6時間,明治6年5月の教則では毎週4時間とい

う他の教科目には見られない多くの時間数を割り当てて

いることである.明治新政府がいかに洋算を重視したか

が伺われる.

第3に,教則中に 『筆算訓蒙J及び r洋算早撃Jとい

う使用教科書を例示していることである.実際,下等 ･

上等の第八級から第一級までの教授内容はほぼ r筆算訓

蒙』の巻-から巻五の内容に一致している.すなわち,

下等第八級から第四級までが巻一,下等第三級から第一

級 (前半)までが巻二,下等第一級 (後半)及び上等第

八級から第七級までが巻三,上等第六級から第四級まで

が巻四,上等第三級から第一級までが巻五に相当してい

るのである(6).

一方,この文部省教則の作成と同時並行的に,師範学

校においても小学教則の作成が進められていた.明治5

年9月開校の師範学校はその設立当初から,小学校で用

うべき教科書の作成 ･編集とともに,小学教則の考案を

その重要な任務としていた.師範学校の小学教則 (以下

｢師範学校教則｣とする)は明治6年2月に創走され,

その教科目の構成は ｢語物,算術,習字,書取,問答,

復讃,僅操,作文｣という8教科目から成るシンプルな

ものであり,寺子屋での学びに代表される日本在来の伝

統的内容としての ｢読 ･書 ･算｣を中核とする教科目構

成であった.ただし,このとき制定された師範学校教則

は下等小学教則のみであった.この師範学校教則は創走

後,明治6年3月2日の休業日改正などを受けて引き続

き検討され,その結果,明治6年5月に改正された.し

かし,改正の内容は各教科目の内容に関するものが多く,

教科目構成そのものに変化はない.さらに,この改正と

同時に,上等小学教則が創走されたのであった.その教

科目構成は,下等小学教則の場合と同様に,｢請物,算

柿,習字,輪講,請記,作文,僅操,罫董｣という8教

科目から構成された.その後,師範学校の下等小学教則

は明治7年1月に改定され,さらに明治10年8月に至っ

て,下等小学教則及び上等小学教則は廃止され,両者を

合わせた教則と改められ,それぞれ ｢下等小学課程｣と

｢上等小学課程｣に改名された.

明治10年8月の改正教則での教科目構成は,下等小学

課程においては,｢讃法,復讃,諸記,問答,書取,口

揺,筆算,珠算,習字,董法,僅操｣という11教科目,

上等小学課程においては,｢輪講,輪講,諸記,作文,

書取,口授,筆算,珠算,習字,董法,僅操,記簿｣と

いう12教科目によって構成されたが,教育課程を日本在

来の伝統的内容としての ｢読 ･書 ･算｣を中核とする教

科目によって構成するという基本的方向に変化は見られ

ない.これら師範学校教則の特徴を明治6年5月の文部

省教則と比較する上では,同時期に制定された明治6年

5月の師範学校教則を見るのが適切であろう.この明治

6年5月の師範学校教則における算術教育課程は以下の

通りであった(7).

下等小学

第八級 算術

数字園 卜算用数字園ヲ以テ数字ノ讃方 トーヨ

リ百マデノ書キ方位取リf手二算盤ニテ物敷ノ

教へ方ヲ教へ余テ加算九々ヲ諸踊セシム

第七級 前級ノ如ク百ヨリ高マデノ教ヲ教へ乗算九々

ヲ語調セシメ余テ羅馬数字ヲ授ク

第六級 加法ヲ授ク 最初ハ小学算術書ヲ用ヰテ諸算

ヲ主 トス下之二倣へ

第五級 減法ヲ授ク

第四級 乗法ヲ授ク

第三級 除法ヲ授ク

第二級 四術合法ヲ授ク

第一級 容易キ分数ヲ授ク

上等小学

第八級 一過四時 即チ一日一時 以下之二微へ 分

数ヲ授ク

第七級 正比例ヲ授ク

第六級 錘比例及合率比例ヲ授ク

第五級 按分透析比例ヲ授ク

第四級 利息算ヲ授ク

第三級 幾何及級数ヲ授ク

第二級 累乗開法ノ大暑ヲ授ク

第一級 開立法及ヒ軒数用法ヲ授ク

この明治6年5月の師範学校教則での算術も ｢算術は

洋算専用とする｣という政府の基本方針に沿っているこ

とは当然であり,また週あたり配当時間数も文部省教則

と同様である.これら以外に師範学校教則中算術教育課
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程に見られる特徴は第 1に,師範学校が独自に編集 ･刊

行 した r小学算術書Jという優れた教科書(8)及び数字

図 ･算用数字図などの教授資料と連携させて教育課程が

組織されているということである.

第2に,文部省教則では下等小学第一級において分数

及び比例算が扱われているのに対し,師範学校教則では

上等小学第八級においてまでも分数が扱われ,比例算は

上等小学第七級になってやっと現れるというように,そ

の教授程度において師範学校教則の方が緩やかなものに

なっている.

第3に,文部省教則では ｢差分算｣(諸物を配分する

際に,その配分数に差を生ぜしめる算法)が上等小学第

六級から第四級に至るまで重 く扱われているのに対 し,

師範学校教則では簡略化され,上等小学第五級において

｢按分逓折比例ヲ授ク｣とされるに止まっている.

第4に,文部省教則での算術は ｢洋法ヲ主 トス｣と明

記されているのに対 して,師範学校教則での算術は,牢

算専用を基本としつつも,下等小学第八級の項に ｢算盤

ニテ物敷ノ数へ方ヲ教へ｣と述べられているように,珠

算に対しても一定の配慮を示していることがわかる.そ

して,明治10年8月の師範学校教則改正において ｢珠算｣

という項目が下等小学第五級から設置されるなど,珠算

に対する師範学校教則の態度はきわめて柔軟であり,師

範学校教則が全国の小学校の教則の手本とされた背景の

1つともなったと考えられる.

2.三重県(旧)の小学教則

明治4(1871)年7月14日の廃藩置県によって府藩県の

三治体制が改められ,全国を3府302県から成る府県体

制が確立された.その後も,府県の統廃合が進められ,

明治5(1872)年8月の ｢学制｣頒布時においては,3府

72県となっていた.

現在の三重県に関して言えば,明治4年11月22日,北

部の安濃津県と南部の度会県によって構成されていた

が,明治5年3月17日に安濃津県は三重県と改名された.

したがって,｢学制｣頒布時には三重県と度会県の2県

があったことになる.この2県が統合されて新三重県と

なるのは明治9(1876)年4月18日であった.したがって,

｢学制｣期初期の三重県の小学教則に関しては,三重県

(旧)と度会県の2県の小学教則を見なければならない.

本節では三重県(旧)の小学教則を見る.

三重県(旧)は明治7(1874)年4月,管下公立小学校に

適用されている校則並びに教則を文部省に届け出てい

る.この三重県小学教則においては,下等小学は,｢綴

辛,讃方,習字,算術,書取,輪講｣という6教科目か

ら構成され,上等小学においては,さらに簡素化されて,

｢諸方,輪講,習字,算術｣という4教科目から構成さ

れていた.この教科目構成を見ると,文部省教則に示さ

れた教科目のうち ｢読 ･書 ･算｣に係るものを概括的に

再構成し直したと考えることができる.そして,算術の

内容は以下の通りであり,明らかに文部省教則に準拠し

ていることがわかる(9).

下等小学

-第八級 数目加減

第七級 乗除

第六級 如前級

第五級 四則鷹用

第四級 諸等加減 ･乗除法

第三級 如前級

第二級 如前級

第一級 比例

上等小学

第八級 如前級

第七級 如前級

第六級 差分

第五級 如前級

第四級 如前級

第三級 如前級

第二級 開法大暑

第一級 利息 諸科温習

三重県(旧)では,明治8(1875)年6月10日に小学教則

の改正がなされたが,この改正小学教則では,下等小学

の教育課程は ｢讃物,算術,習字,書取,問答,復讃,

膿操,作文｣という8教科目から構成され,上等小学の

教育課程も,ほぼ同様に ｢語物,算術,習字,輪講,請

記,作文,膿操,罫書｣という8教科目から構成されて

いて,一転して,師範学校教則に準拠 していることがわ

かる.そして,算術の内容は以下の通りであった(10).

下等小学
ママ

第八級 数字園 卜芳術数字囲ヲ以テ数字ノ讃方 トーヨ

リ百マテノ書キ方位取リヂ手二群盤ニテ物敷ノ

数へ方ヲ教へ乗テ加.#九々ヲ諸諦セシム

第七級 前級ノ如ク百ヨリ寓マデノ数字ヲ教へ乗算

九々ヲ諸涌セシメ乗テ羅馬数字ヲ授ク
ママ

第六級 加法ヲ授ク 最初ハ小学芳術ヲ用井テ諸等ヲ

主 トス下之二倣フ

第五級 減法ヲ授ク

第四級 乗法ヲ授ク
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第三級 除法ヲ授ク

第二級 容易キ分数ヲ授ク

第一級 分数ヲ授ク

上等小学

第八級 詐術 毎日一時間 以下之二倣フ 正比例ヲ授ク

第七級 輯比例ヲ授ク

舞六級 錘比例及ヒ合率比例ヲ授ク

第五級 按分遮折比例ヲ授ク

第四級 利息算ヲ授ク

第三級 幾何及ヒ級数ヲ授ク

第二級 累乗開法ノ大暑ヲ授ク

第一級 開立方及ヒ軒数用法ヲ授ク

この内容を見ると,師範学校教則での算術の内容と酷

似していることがわかる.

3.度全県の小学教則

度会県では,明治6(1873)年5月に ｢度合願上梓 小

学教科暑表｣を公表し,その後8月に ｢小学校則｣並び

に ｢小学教則｣を管下に布達した.この8月制定の度会

県小学教則によれば,下等小学は ｢綴字,習字,請方,

算術｣という4教科目から構成され,上等小学において

は ｢習字,讃方,算術｣という3教科目から構成されて

いた.ここでも,文部省教則に準拠しつつも,さらに大

幅に教科 目数を縮小 して,寺子屋以来の伝統である

｢読 ･書 ･算｣という3教科型の教育課程を採用してい

ることがわかる.算術の内容は以下の通りであり,基本

的に文部省教則に準拠していることがわかる(ll).

下等小学

第八級 数日岡定位 諸物名義 皆詩話

第七級 一位加減法 一位相乗法

第六級 乗法

第五級 除法

第四級 前級ノ積キ 乗法定位等

第三級 諸等定位 諸等位等

第二級 前級ノ積キ

第一級 前級ノ積キ

上等小学

第八級 分散法 但シ重分法ヲ除ク

第七級 前級ノ積キ

第六級 比例法

第五級 前級ノ積キ

第四級 前級ノ績キ

第三級 前級ノ積キ

第二級 求積法

第一級 開平開立

度会県では,明治8(1875)年3月に小学教則の改正が

なされたが,この改正小学教則では,下等小学の教育課

程は ｢復讃,讃物,書取,作文,問答,算術,習字,倭

操｣という8教科目から構成され,上等小学の教育課程

は ｢輪講,諸物,諸記,算術,習字,罫画,作文,諸科

復習,僅操｣という9教科目から構成されていて,一転

して,師範学校教則に準拠していることがわかる.そし

て,算術の内容は以下の通りであった(12).

下等小学

第八級 数字園 卜弄桐数字園ヲ以数字ノ読方ヲーヨリ

百マテノ書方位取手‡ニ弄盤ニテ物数ノ敦へ方

ヲ教へ食テ加算九々ヲ請諦セシム

第七級 前級ノ如ク百ヨリ万マテノ敷ヲ教へ乗拝九々

ヲ請諦セシメ余テ羅馬数字ヲ授ク

第六級 加法ヲ授ク 最初ハ小学葬術書ヲ用ヒテ請

ヲ主 トス

第五級 減法ヲ授ク 前級ノ如シ

第四級 乗法ヲ授ク 前級ノ如シ

第三級 除法ヲ授ク 前級ノ如シ

第二級 四則難題 但珠算ナレハ加減法

第一級 容易キ分数ヲ授ク 但珠算ナレハ乗除法

上等小学

第八級 分数ヲ授ク

第七級 正比例韓比例ヲ授ク

第六級 錘鎖比例ヲ授ク

第五級 合率比例ヲ授ク

第四級 利足算ヲ授ク

第三級 按分透析比例ヲ授ク

第二級 級数ヲ授ク

第一級 開平開立ヲ授ク

4.新三重県の小学教則

三重県(旧)と度会県が統合されて新三重県が誕生した

のは明治9(1876)年4月18日であった.これを受けて,

新三重県は同年11月23日,従来の教則を改正して,統一

県にふさわしい ｢三重県小学教則｣を制定し布達した.

この教則においては,下等小学の教育課程は ｢語物,問

答,書取,数学,習字,体操,作文｣という7教科目か

ら構成され,上等小学においても ｢讃物,諸記,文学,

数学,習字,体操,毒草｣という7教科目から構成され

た.この新三重県の教育課程もやはり師範学校教則に準

拠していることがわかる.そして,数学の内容は以下の

通りであった(13).

下等小学

第八級 指数器ヲ用井テ物敷ノ数へ方ヲ教へ数字園ト
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｢学制｣期の三重県における算術教育課程

算用数字囲 トニヨリテ数字ノ讃方書キ方及ヒ

位取等ヲ教へ兼テ加算九々ヲ諸請セシム

第七級 小学算術書ヲ以テ加法ヲ授ケ兼テ羅馬数字ヲ

教へ減算九々ヲ諸諦セシム

第六級 小学算術書ニヨリテ減法ヲ授ケ兼テ加減難題

ヲ教へ乗算九々ヲ詰謂セシム

第五級 小学算術書ニヨリテ乗法ヲ授ケ兼テ加減乗難

題ヲ教フ

第四級 小学算術書ニヨリテ除法ヲ授ケ兼テ加減乗除

難題ヲ教フ

第三級 小数法ヲ授ケ兼テ珠算ノ乗除法ヲ教フ

第二級 諸等拝二容易キ分数ヲ授ケ兼テ珠算ノ相場割

ヲ教フ

第一級 分数ヲ授ケ兼テ珠算ノ相場割ヲ教フ

上等小学

第八級 畢比例ヲ授ク

第七級 合率連鎖南比例ヲ授ク

第六級 按分透析和較比例ヲ授ク

第五級 利足算開平法ヲ授ク

第四級 開立法級数方ヲ授ク

第三級 幾何及ヒ軒数ヲ授ク

第二級 幾何及ヒ畢記法ヲ授ク

第一級 畢記法ヲ授ク

なお,この ｢三重県小学教則｣の ｢下等小学｣欄には,

赤の毛筆によって,以下のような添書が付けられている.

①第四級 :｢加減乗除難題｣と ｢ヲ教フ｣の間に ｢珠算

ノ加減f手割聾｣を挿入する.

②第二級 :｢容易キ分数｣を ｢分数最大等敷ヨリ通法マ

テ｣と改める.

③第一級 '.｢分数｣の後に ｢四則ヨリ同難題マテ｣を付

け加える.

④第七級～第四級 :｢小学算術書｣の上に ｢最初｣の2

文字を加える.

また,この ｢三重県小学教則｣の最後には,｢小学教

科用書｣として一覧表が付けられており,その下等小学

の欄には ｢小学算術書 東京師範学校編輯｣と記録され

ている.

5.三重県小学教則の特徴一結語にかえて一

筆者は,第1節で文部省教則と師範学校教則における

算術教育課程とその特徴を概観し,第2-4節において,

三重県(旧),度会県及び新三重県における算術教育課程

を一瞥してきた.本節では,これら三重県関係の小学教

則における算術教育内容の推移と特徴を3期に分けて概

括することにしたい.

(1)三重県(旧)及び度会県において最初に制定された

小学教則はそれぞれ明治7年4月,明治6年8月であっ

たが,これらはいずれも文部省教則に準拠したものであ

った.すなわち,指導学年 ･級に若干のずれはあるものの,

数日-加減-乗除-諸等-分数-比例-差分-

という指導順序は文部省教則を踏襲したものと解釈する

ことができる.上記の ｢差分｣の後は,開法 ･利息など

の他,度会県では文部省教則に見られない ｢求構法｣が

扱われている.これに対 して,文部省教則に見られる

｢連級及野敷用法｣は三重県(旧),度会県ともに見られ

ない.

さらに,教授内容を詳細にみれば,文部省教則の下等小

学第三～一級で扱われている分数に関しては,三重県

(旧)にはその項目がなく,度会県では上等小学第八,七

級で初出となっているなど,教授程度は低くなっている.

分数の項目がないことを除けば,三重県(旧)の算術教育

課程の方が度会県のそれよりも文部省教則に近い構成と

なっている.また,文部省教則における算術教育課程か

ら ｢四則応用｣を削除し,分数の扱いを軽くし,全体と

して-～二級ほど程度を落としたものが度会県の算術教

育課程となっていると考えてよい.

(2)次に,三重県(旧)及び度会県において改正小学教則

が制定されたのは,それぞれ明治8年6月,明治8年3

月であったが,これらの改正小学教則は一転して師範学

校教則に準拠したものとなっている.その背景には,師

範学校卒業生が三重県の教育に影響を与え始めていたこ

とを指摘することができる.｢三重牒史料 四｣に,

｢明治八年一月文部省へ嚢中シ七月二至り公立師

範有造学校ヲ牒下第三拾七番中学区内安濃津丸ノ内

二設置シ同省委託金ノ内ヲ以テ一切其校費二充ツ是

ヨリ先キ普通小学々制ヲ頒布セラル而シテ教師其人

二乏ク以テ教育ノ目途ヲ達スルニ由ナシ七年五月各

校生徒ノ内七名ヲ選ヒ愛知師範学校二入学セム至是

初テ牒下二師範学校ヲ設ケ東京師範学校卒業生首願

士族阿保友一郎ヲ文部省二葉請シ授業ノ事ヲ掌ラレ

〆生徒廿名ヲ募り凡四ケ月乃六ケ月ヲ期シ其業ヲ卒

へシメ以テ管下各校へ派遣シ教務二従事セシメント

ス｣(14)

と記録されているように,明治8年初め頃には,師範学

校卒業生が三重県の教育行政に中心的に携わっていたと

言える.東京師範学校編 『自一学年至六学年東京師範学

校沿革一覧』によれば,上記の ｢阿保友一郎｣の氏名は

明治7年6月の卒業生名簿に記載されている.三重県小

学教員としては,阿保のほか,城谷成器,野津玄宣 (明

治6年7月卒業),椿秦一郎,弘中格 (明治7年 1月卒

莱)などの氏名が見られる(15).
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さて,明治8年の三重県(旧)及び度会県における改正

小学教則中,算術教育課程は当然のことながら,師範学

校教則に準拠している.このことは,三重県(旧)の-f等
ママ

小学第八級に ｢数字囲卜等術数字園ヲ以テ｣と記録され

ていることからもわかる.｢数字図｣や ｢算用数字図｣

は明治5年11月に設置された師範学校 ｢編輯局｣におい

て作成された教授資料なのである.また,度会県の第六

級には ｢最初ハ小学辞術書ヲ用ヒテ｣と記録されている

が,ここに見られる ｢小学算術書｣も師範学校 ｢編輯局｣

において編集 ･刊行された教科書であり,｢洋法｣の教

授のための,当時としてはきわめて優れた教科書であっ

た(16). ただ,教授内容を詳細にみれば,師範学校教則で

は分数を上等小学第八級までかけて扱っているのに対

し,三重県(旧)では下等小学で分数を終了するようにな

っていて,若干程度が高くなっていると言える.この点

においては,度会県の方が師範学校教則に忠実である.

その代わり,師範学校教則でも度会県でも扱われている

｢四則難題｣が三重県(旧)には見られない.

(3)すでに見たように,三重県(旧)と度会県が合併 し

て新三重県となったのは明治9年4月18日のことであっ

た.この新三重県の小学教則 (明治9年11月制定)も師

範学校教則に準拠したものであり,そのことは,第八級

に ｢数字園 卜算用数字園 トニヨリテ｣と記録されている

ほか,第七級から第四級に至るまで ｢小学算術書ニヨリ

テ｣と記されていることから明らかである.

内容を詳細に見てみよう.師範学校教則では第六級か

ら加法が扱われるのに対して,新三重県では第七級から

加法が扱われている.すなわち,新三重県の方が一級だ

け程度が高くなっているのである.また,師範学校教則

では上等小学第八級までかけて分数を扱っているのに対

して,新三重県では下等小学で分数を終了している.こ

の点においても新三重県の方が程度が高くなっている.

さらに,新三重県では,上等小学の高学年において,師

範学校教則では扱われていない ｢単記法｣が扱われてい

たり,下等小学第四～一級において,珠算の加減及び割

響,珠算の乗除法,珠算の相場割までもが扱われていて,

全体的にみて,内容 ･程度において師範学校教則を凌い

でいると言うことができる.

倉淳剛の r小学校の歴史IJには,

｢文部省の小学教則と師範学校の小学教則とは,と

もに政府の成法と地方からうけとられ,そして師範学

校はみずから児童用の教科書をつくり,その卒業生が

府県に散って指導にあたったから,全国の府県はそれ

ぞれ大学区本部の官立師範学校付属小学校 (それはま

た東京師範の付属小学校の教則にならい,その卒業生

が指導した)の教則をとって府県の小学教則とした.

そのため学制前期には全国の小学校が十六級八年制に

組み立てられ,その内容と方法はいちょうに師範学校

付属小学校のそれにならった.｣(17)

と述べられているが,もう少し詳しく言えば,少なくと

も三重県にあっては,学制草創期においては文部省教則

に準拠した小学教則が制定され,その後,師範学校卒業

生が輩出するに伴って師範学校教則を範とした小学教則

が制定されるようになっていったのである.
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